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四 

同
調
査
の
全
国
集
計
に
基
づ
け
ば
、
特
養
・
老
健
・
療
養
型
病
床
群
の
各
介
護
施
設
の
平
成
十
六
年
度
に
お
け
る
全
国
の

整
備
目
標
数
の
総
計
は
い
く
ら
か
。 

三 

今
回
の
「
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
量
の
見
込
み
等
の
算
出
手
順
」
に
よ
る
調
査
結
果
の
全
国
集
計
に
基

づ
け
ば
、
実
施
三
年
後
の
平
成
十
五
年
度
か
ら
の
第
一
号
被
保
険
者
保
険
料
基
準
額
は
、
来
年
度
か
ら
の
全
国
平
均
の
基
準

額
二
千
八
百
八
十
五
円
の
、
お
お
よ
そ
何
割
増
し
に
な
る
と
推
計
さ
れ
る
か
。 

介
護
保
険
制
度
は
平
成
十
二
年
度
か
ら
の
施
行
が
予
定
さ
れ
、
本
年
十
月
か
ら
は
、
そ
の
前
段
階
と
も
い
え
る
要
介
護
認
定

が
開
始
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
制
度
の
根
幹
に
係
わ
っ
て
、
未
だ
決
定
を
見
て
い
な
い
点
が
多
い
。
よ
っ
て
、
介
護
保
険
制

度
の
安
定
運
営
を
願
う
観
点
か
ら
質
問
す
る
。 

一 

第
一
号
保
険
者
の
保
険
料
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
、
何
ら
か
の
保
険
料
軽
減
策
を
講
じ
る
の
か
。
講
じ
る
と
す
れ
ば
、

ど
の
よ
う
な
内
容
と
な
る
の
か
。
ま
た
、
い
つ
頃
決
定
さ
れ
る
の
か
。 

二 

低
所
得
者
の
保
険
料
に
つ
い
て
、
軽
減
策
を
講
じ
る
の
か
。
講
じ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
内
容
と
な
る
の
か
。
ま 

 
 

た
、
い
つ
頃
決
定
さ
れ
る
の
か
。 
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九 

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
評
価
等
を
業
務
と
す
る
、
第
三
者
機
関
の
設
置
が
必
要
で
は
な
い
か
。
横
浜
市
の
「
福
祉
調
整
委
員 

 

会
」
、
東
京
都
板
橋
区
の
「
苦
情
・
相
談
室
」
等
を
モ
デ
ル
に
検
討
し
、
各
保
険
者
に
設
置
を
指
示
す
る
考
え
は
な
い
か
。 

五 

政
府
と
し
て
は
、
そ
の
数
字
に
基
づ
い
て
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
の
整
備
を
進
め
る
考
え
か
。
あ
る
い
は
、
各
保
険
者

が
計
画
す
る
整
備
目
標
数
字
ど
お
り
に
は
整
備
を
認
め
な
い
と
の
考
え
か
。
各
介
護
施
設
の
類
型
ご
と
に
答
え
よ
。 

六 

介
護
保
険
対
応
の
療
養
型
病
床
群
に
つ
い
て
は
、
量
的
制
限
を
求
め
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
手
順
に
つ
い
て

示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
介
護
報
酬
は
現
在
の
医
療
保
険
に
よ
る
報
酬
額
の
平
均
よ
り
低
め
に
設
定
す
る
の
か
。 

八 

要
介
護
認
定
に
携
わ
る
訪
問
調
査
員
の
資
質
の
向
上
が
、
判
定
精
度
の
向
上
に
欠
か
せ
な
い
と
考
え
る
。
ど
の
よ
う
な
研

修
を
実
施
す
る
考
え
か
。 

七 

現
在
は
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
な
い
高
齢
者
で
、
要
介
護
認
定
の
結
果
、
要
支
援
・
要
介
護
者
と
判
定
さ
れ
た
と
す

る
。
こ
の
者
は
、
平
成
十
二
年
四
月
ま
で
の
間
、
何
ら
か
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
介
護
基
盤
の

整
備
状
況
に
あ
る
か
。 

十 

「
ね
た
き
り
ゼ
ロ
作
戦
推
進
本
部
」
が
あ
る
と
き
く
が
、
そ
の
最
高
責
任
者
は
誰
か
。
事
務
局
は
ど
こ
に
所
在
す
る
の 

 
 

か
。
直
近
の
全
体
会
合
が
開
か
れ
た
の
は
い
つ
か
。 

二 

 



 

 

三 

十
一 

予
防
事
業
の
重
要
性
が
再
び
注
目
さ
れ
て
い
る
。
保
健
婦
、
栄
養
士
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
等

の
高
齢
者
保
健
・
介
護
に
係
わ
る
専
門
職
種
の
年
次
確
保
目
標
と
、
そ
の
達
成
に
向
け
た
関
連
政
策
の
整
備
策
を
含
む
、
新

た
な
「
ね
た
き
り
ゼ
ロ
作
戦
」
を
策
定
す
べ
き
と
考
え
る
。
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


